
在留資格「特定活動」

本邦の公私の機関との雇用契約に
基づいて実習を行い，実践的な技
能等を修得する活動

実習移行対象職種６５職種
（平成２１年１２月２５日時点）

「研修」 「特定活動」（技能実習） 「特定活動」（技能実習）

《非実務研修・実務研修》 《技能実習移行対象職種について企業等での技能等習熟》

１年目 ２年目 ３年目

労働関係法令適用

●１年目の研修生は労働関係法令の適用を受けない

●「研修」における非実務研修は，研修を受ける総時間数の比率によって決まる（原則３分の１以上）

入国 帰国

現行制度と制度見直し後の受入れ概要の比較

●国，地方公共団体の機関又は独立行政法人が自ら受入れ機関となる研修

●我が国の国，地方公共団体，我が国の法律により直接設立された法人等の資金により主として運営される研修

●国際機関の事業として行われる研修

●独立行政法人国際協力機構（ＪＩＣＡ）等の事業として行われる研修

●外国の国又は地方公共団体等の職員を受け入れて行われる研修

●外国の国又は地方公共団体に指名された者が，我が国の国の援助及び指導を受けて行われる研修で，本国において
　技能等を広く普及する業務に従事している場合

公的研修に該当する研修
在留資格「研修」

・公的な研修
・実務作業を含まない研修

在留資格「研修」

本邦の公私の機関に受け入れられ

て行う技能等を修得する活動

２年目

在留資格「技能実習」

２年目

【２号】
１号の活動で修得した技能等に習熟するため
雇用契約に基づき業務に従事する活動

２号への移行対象職種は６５職種
（平成２１年１２月２５日時点）

【１号】
「講習による知識修得活動」及び
「雇用契約に基づく技能等修得活動」

「技能実習１号ロ」 「技能実習２号ロ」 「技能実習２号ロ」

２か月

《企業等での技能等修得》《講習》 《技能実習２号移行対象職種について企業等での技能等習熟》

１年目 ２年目 ３年目

労働関係法令適用

団体の責任及び監理

●１年目の講習終了後から受入れ企業等との雇用契約に基づき技能実習生に労働関係法令が適用

●技能実習に対する受入れ団体の責任及び監理が技能実習終了時まで継続

入国 帰国

「研修」 「特定活動」（技能実習） 「特定活動」（技能実習）

《非実務研修・実務研修》 《技能実習移行対象職種について企業等での技能等習熟》

１年目 ２年目 ３年目

労働関係法令適用

団体による監理

●１年目の研修生は労働関係法令の適用を受けない

●受入れ団体による監理は１年目の研修のみ

入国 帰国

「技能実習１号イ」 「技能実習２号イ」 「技能実習２号イ」

《企業等での技能等修得》 《技能実習２号移行対象職種について企業等での技能等習熟》

１年目 ２年目 ３年目

●入国当初に雇用契約に基づかない講習を実施する場合を除いて，雇用契約に基づき技能実習生に労働
　関係法令が適用

入国 帰国

労働関係法令適用

技能検定基礎2級等合格

改正後現行

団体監理型の受入れ概要

企業単独型の受入れ概要

現行

現行

改正後

改正後

●「研修」における非実務研修は，研修を受ける総時間数の比率によって決まる（原則３分の１以上）

技能検定基礎2級等合格

技能検定基礎2級等合格
技能検定基礎2級等合格


